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経済課 第２弾テイクアウト応援クーポン券事業（R2繰越）

【目的】

茨城県内の急激な新規感染者の増加を踏まえ、県独自の緊急事態宣言が発令され、

市民の外出自粛や飲食店の営業時間短縮による感染防止が求められています。

市としては、緊急事態宣言の解除後においても市民の感染リスクの低減を図るとともに、

営業時間短縮の影響を受けた飲食店を支援するため第二弾のテイクアウト応援クーポン

事業を令和３年5月９日（日）の使用期限で実施しておりましたが全国的に新型コロナ

ウィルスの感染拡大が懸念されることから使用期限を７月末まで延長しました。



経済課 第２弾テイクアウト応援クーポン券事業（R2繰越）

【実績】

予 算 78,053,000円(R2繰越) / 執 行 額 25,741,628円

換 金 費 20,594,000円

事 務 費 5,147,628円

残予算額 52,311,372円

期 間 令和2年2月22日～7月31日まで

配 布 数 140,485枚（28,097世帯）

使用枚数 41,188枚

使 用 率 29.32％



経済課 中小企業事業継続応援貸付金事業（R2繰越）

【目的】

茨城県は、新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、売上が急減するなかで公的融資制度

や民間金融機関から融資を受けられなかった中小企業者、小規模事業者の方々に対して

県と市町村が協調して、事業継続に必要な資金を無利子・無担保で貸付を実施しました。

その後、茨城県は感染症の終息が見通せない状況であることから貸付金の申請期間を延

長し令和3年度も継続するため市の負担金を繰越しました。



経済課 中小企業事業継続応援貸付金事業（R2繰越）

【事業内容】
・上 限 額：200 万円（県分3/4 の150 万円 市分1/4 の50 万円）
・対 象 者：市内に事業所を有し、事業を営んでいる中小企業・個人事業主で全ての要件
・期 間：10 年以内（据置5 年以内）10 年を限度に1 回延長可
・利 子 等：無利子、無担保
・受付期間：令和2 年5 月11 日～令和3 年9 月30 日まで

【実績】

予算額 8,000,000円

R２年度貸付状況 2件 市負担775,000円（県貸付額3,100,000円）

繰越 7,225,000円（R3の状況は9.1現在です。）

R3年度貸付状況 1件 市負担500,000円（県貸付額2,000,000円）



交通防災課 避難施設運営事業

コロナ禍の災害対策本部及び避難所環境整備として備品購入

内容 金額

TVモニター ９１３,０００円

パルスオキシメーター １０個 ２４５,０００円

防護服（袖付きガウン）６００枚 ３１,２００円

ニトリルグローブ １,８００枚 １９,８００円

フェイスシールド ６００枚 ６０,０００円



交通防災課 その他事業

・交通安全対策事業

児童の交通安全教室の中止に伴う代替策として取手警察署作成の交通安全啓発

DVDを各小学校に貸出し交通安全意識向上を図りました。

・地域防災訓練活動育成事業

コロナ禍における防災講演会及び訓練の対応として防災啓発DVDを作成し防災講演

会・防災訓練に参加できない自主防災組織及び区長等に貸出し、防災意識の向上を図り

ました。


